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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期連結
累計期間

第53期
第１四半期連結

累計期間
第52期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （百万円） 8,450 8,256 35,444

経常利益 （百万円） 329 298 1,884

親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）又は親会社株主に帰

属する当期純利益

（百万円） △263 △159 309

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △210 △71 360

純資産額 （百万円） 41,419 41,716 42,025

総資産額 （百万円） 76,649 78,191 80,375

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は当期純利益金額
（円） △10.57 △6.39 12.42

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 31.7 30.7 30.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第52期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

第53期第１四半期連結累計期間及び第52期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

株式会社廣済堂(E00724)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善の傾向が見られ緩やかな回復基調で

推移しましたが、海外における英国のＥＵ離脱問題をはじめとした経済の不確実性等により、先行き不透明な状

況となりました。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動全般にわたる効率

化及び合理化を推進し、業績の向上に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は82億56

百万円（前年同四半期比2.3％減）、連結営業利益は4億22百万円（前年同四半期比20.2％増）、連結経常利益は

2億98百万円（前年同四半期比9.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失1億59百万円（前年同四半期は親

会社株主に帰属する四半期純損失2億63百万円）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

・　情報セグメントにおきましては、印刷需要の減少により依然厳しい環境下にあり、出版物においても厳しい

状況は継続しており、また、人材事業の競争激化により、売上高は63億80百万円（同2.9％減）、セグメント

損失27百万円（前年同期はセグメント損失56百万円）となりました。

・　葬祭セグメントにおきましては、四ツ木斎場の建て替えもあり、売上高18億74百万円（同0.2％減）、セグ

メント利益6億38百万円（同0.3％増）となりました。

・　その他セグメントにおきましては、売上高は2百万円（前年同期はありません。）、セグメント損失0百万円

（前年同期はセグメント損失13百万円）となりました。

 

（２）財政状態

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億84百万円減少しておりま

す。主な要因は、「流動資産」が27億94百万円減少したこと等によるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて18億75百万円減少しておりま

す。主な要因は、「流動負債」が18億43百万円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3億9百万円減少しておりま

す。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失を1億59百万円計上したこと等によるものであります。この

結果、自己資本比率は30.7％となりました。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

当社は、企業価値および株主共同の利益を維持・向上させるため、以下のとおり、買収防衛策としての情報

開示ルールを導入しております。

①　情報開示ルールの内容

(a) 大規模買付行為の定義

当社株式等を買い付ける者のうち、情報開示ルールの対象となる者は、（イ）当事者を含む株主グルー

プの議決権割合を25%以上とすることを目的とする買付行為を行おうとする者、又は、（ロ）当該買付の

結果、大規模買付者グループの議決権割合が25%以上となる買付行為を行おうとする者です。

(b) 大規模買付者による必要事項の提供

大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠

法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付行為によって達成しようとする目的の概要を明示し、情報

開示ルールを尊重する旨を記した意向表明書をご提出いただきます。当社取締役会は、大規模買付者から

提出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、以下の各事項を含み当社取締役会が

大規模買付者の行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断する

ために必要と考える情報（以下これらを「必要情報」といいます。）の提供を要請する必要情報リストを

交付します。当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が十分でないと考えた場合、大規模買付

者に対して、再度、情報の提供を要請します。

当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実及び当社取締役会に必要情報が提出さ

れた場合にはその旨を開示します。また、必要情報について、当社株主の皆様の判断の為に必要であると

認められる場合には、適切と判断される時期に、その全部又は一部を開示します。

（イ）大規模買付者グループの概要

（ロ）大規模買付行為によって達成しようとする目的及び内容

（ハ）買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け

（ニ）大規模買付者が当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政

策、配当政策、資産活用策、人事政策等が当社企業価値又は株主共同の利益を低下させるものでは

ないかを判断するために必要かつ十分な情報

(c) 当社取締役会による分析・検討

当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して90日以内の期間（ただし、

取締役会は、必要がある場合には、この期間を30日を上限として延長することができます。延長する場合

は、延長期間と延長理由を開示します。）（以下「分析検討期間」といいます。）、外部専門家の助言を

受けるなどしながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表しま

す。当社が、分析検討期間を原則として90日と定めているのは、当社の営む事業が、ゴルフ場事業という

多様なステークホルダーに大きな影響を与える事業であること、及び葬祭事業（子会社）という公共性が

高く、その動向が地域社会に大きな影響を与える事業であること等から、大規模買付行為の企業価値に与

える影響を慎重に検討する必要があるためです。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規

模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。

(d) 大規模買付行為の開始可能時期

大規模買付行為者は、分析検討期間の経過後にのみ開始することができるものとします。

(e) 情報開示ルールの適用外

当社取締役会は、上記(c) の分析・検討の結果、あるいは、それ以前であっても、大規模買付者による

大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を低下させる買収には該当しないと判断した場合に

は、以後情報開示ルールを適用せず、また、対抗処置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締役会が適

切と判断する時点で公表します。

② 大規模買付行為がなされた場合の対応方針

(a) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他の法律及び定款

のもとで可能な対抗措置のうちからそのときの状況に応じ最も適切と判断した手段を選択し対抗措置を発

動することがあります。
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(b) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合

当社取締役会は、大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合には、大規模買付行為に対する対

抗措置を発動しません。ただし、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく低下

させると合理的に判断される場合（買収目的や経営方針・事業計画等からみて企業価値を著しく損なうこ

とが明白であるもの、買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、従業員、顧客、取引先など

のステークホルダーの利益を損なう結果企業価値を著しく損なうものなど。）には、前記(a)と同様の対

抗措置を発動することがあります。

(c) 当社取締役会による意見表明

当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動しない場合でも、大規模買付者による大規模

買付行為後の経営方針及び事業計画が不合理であると疑う場合、当社取締役会の経営方針及び事業計画

（大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針及び事業計画に対する代替案を含みます。）に劣ると

疑う場合その他当社の企業価値又は株主共同の利益の維持・向上に資するものではないと疑う場合には、

その旨の意見表明を行い、前記方針及び計画を適切な時期に開示し、株主の皆様のご判断を仰ぎます。

③ 対抗措置を発動する場合の手続き

当社取締役会は、大規模買付者に対して対抗措置を発動するのが適当か否かを判断する場合、その判断の公

正性を確保するために必要があるときは、当社取締役会から独立した組織として設置される委員会に対抗措置

の発動の適否を諮問し、勧告を受けます。

なお、当社取締役会が委員会に諮問して答申を受けるまでの期間は、①(c)に定める分析検討期間内に含ま

れます。

 

（４）研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 95,130,000

計 95,130,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発
行数（株）
　（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,922,600 24,922,600
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は

100株であり

ます。

計 24,922,600 24,922,600 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数増
減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 24,922,600 － 4,000 － －

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 8,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,889,100 248,891 －

単元未満株式 普通株式 25,000 － －

発行済株式総数 24,922,600 － －

総株主の議決権 － 248,891 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,300株（議決権の数43個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社廣済堂 東京都港区芝4-6-12 8,500 － 8,500 0.03

計 － 8,500 － 8,500 0.03

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、興亜監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,894 11,083

受取手形及び売掛金 7,001 5,892

商品及び製品 470 436

仕掛品 528 576

原材料及び貯蔵品 274 253

その他 1,137 1,275

貸倒引当金 △63 △65

流動資産合計 22,245 19,451

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,457 12,315

機械装置及び運搬具（純額） 2,594 2,502

土地 16,514 16,514

建設仮勘定 8,122 9,385

工具、器具及び備品（純額） 3,218 3,291

その他（純額） 1,104 971

有形固定資産合計 44,011 44,981

無形固定資産 1,276 1,241

投資その他の資産   

投資有価証券 7,413 7,256

その他 6,304 6,184

貸倒引当金 △1,017 △1,051

投資その他の資産合計 12,700 12,389

固定資産合計 57,988 58,612

繰延資産 140 127

資産合計 80,375 78,191

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,461 2,033

短期借入金 3,050 3,100

1年内返済予定の長期借入金 3,135 3,018

1年内償還予定の社債 1,864 1,792

未払法人税等 555 295

賞与引当金 315 252

返品調整引当金 26 26

その他 4,546 3,592

流動負債合計 15,953 14,110
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

固定負債   

社債 4,634 4,314

長期借入金 12,729 12,924

繰延税金負債 1,590 1,555

再評価に係る繰延税金負債 473 473

役員退職慰労引当金 165 162

退職給付に係る負債 20 23

その他 2,783 2,912

固定負債合計 22,396 22,365

負債合計 38,350 36,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000 4,000

利益剰余金 20,057 19,898

自己株式 △5 △5

株主資本合計 24,052 23,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 870 796

土地再評価差額金 △640 △640

為替換算調整勘定 △67 △52

その他の包括利益累計額合計 162 103

非支配株主持分 17,810 17,720

純資産合計 42,025 41,716

負債純資産合計 80,375 78,191
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 8,450 8,256

売上原価 5,827 5,655

売上総利益 2,623 2,601

販売費及び一般管理費 2,271 2,178

営業利益 351 422

営業外収益   

受取利息 24 17

受取配当金 34 35

受取賃貸料 20 26

その他 46 37

営業外収益合計 127 118

営業外費用   

支払利息 66 67

その他 83 174

営業外費用合計 149 242

経常利益 329 298

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 6 0

特別損失   

固定資産除却損 259 11

その他 0 －

特別損失合計 259 11

税金等調整前四半期純利益 75 286

法人税等 226 284

四半期純利益又は四半期純損失（△） △150 2

非支配株主に帰属する四半期純利益 112 161

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △263 △159

 

EDINET提出書類

株式会社廣済堂(E00724)

四半期報告書

11/17



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △150 2

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89 △82

土地再評価差額金 33 －

為替換算調整勘定 △7 1

持分法適用会社に対する持分相当額 4 7

その他の包括利益合計 △59 △73

四半期包括利益 △210 △71

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △321 △218

非支配株主に係る四半期包括利益 111 147
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【注記事項】

（会計上の見積りの変更）

当社の連結子会社である東京博善㈱は、従来、保有する機械装置（火葬炉）の耐用年数を６年として減価償却

を行ってきましたが、当第１四半期連結会計期間において、四ツ木斎場建て替えを契機に、耐用年数の見直しを

行いました。その結果、機械装置（火葬炉）の使用実態をより適切に反映し、実態に即した減価償却計算を行う

ため、耐用年数を16年に見直し将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ51百万円増加しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 530百万円 423百万円

 

（株主資本等関係）

１．前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 174 7  平成27年３月31日  平成27年６月29日 利益剰余金

 

２．当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 情報 葬祭 その他 合計

売上高       

外部顧客への

売上高
6,572 1,878 － 8,450 － 8,450

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 － － 1 △1 －

計 6,573 1,878 － 8,451 △1 8,450

セグメント利益

又は損失（△）
△56 636 △13 567 △215 351

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△215百万円には、セグメント間取引消去△6百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△208百万円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 情報 葬祭 その他 合計

売上高       

外部顧客への

売上高
6,379 1,874 2 8,256 － 8,256

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

0 － － 0 △0 －

計 6,380 1,874 2 8,257 △0 8,256

セグメント利益

又は損失（△）
△27 638 △0 611 △189 422

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△189百万円は、各報告セグメントに配分していない全

社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（会計上の見積りの変更）

葬祭セグメントにおいては、従来、保有する機械装置（火葬炉）の耐用年数を６年として減価償却を

行ってきましたが、当第１四半期連結会計期間において、四ツ木斎場建て替えを契機に、耐用年数の見直

しを行いました。その結果、機械装置（火葬炉）の使用実態をより適切に反映し、実態に即した減価償却

計算を行うため、耐用年数を16年に見直し将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は51百万円増加してお

ります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

(1）１株当たり四半期純損失金額（△） △10.57円 △6.39円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）
△263 △159

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）（百万円）
△263 △159

普通株式の期中平均株式数（千株） 24,914 24,914

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２８年８月１０日

株式会社廣済堂

取締役会　御中

 

興亜監査法人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 宇佐美　浩一　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 武田　茂　　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社廣済

堂の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２８年４月１日

から平成２８年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年６月３０日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社廣済堂及び連結子会社の平成２８年６月３０日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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